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と
に
よ
り
、
債
権
管
理
の
一
層
の
適
正
化

を
図
り
、
町
民
負
担
の
公
平
・
公
正
性
を

確
保
し
、
円
滑
な
財
政
運
営
を
行
う
た
め

に
条
例
を
制
定
し
ま
す
。

■
環
境
施
設
等
広
域
化
に
関
す
る　

　

任
意
協
議
会

　
昨
年
４
月
１
日
に
設
立
し
ま
し
た
「
環

境
施
設
等
広
域
化
に
関
す
る
任
意
協
議

会
」
は
、
飯
塚
市
、
嘉
麻
市
、
桂
川
町
、

小
竹
町
、
飯
塚
市
・
桂
川
町
衛
生
施
設
組

合
及
び
ふ
く
お
か
県
央
環
境
施
設
組
合
の

2
市
2
町
2
組
合
で
構
成
し
、
財
政
負
担

の
軽
減
や
環
境
負
荷
の
低
減
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
ご
み
処
理
施
設
、
し
尿

処
理
施
設
及
び
火
葬
場
の
広
域
化
に
関
す

る
協
議
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
主
な
協
議
事
項
は
、「
飯
塚
市
・
桂

川
町
衛
生
施
設
組
合
と
ふ
く
お
か
県
央
環

境
施
設
組
合
の
統
合
に
関
す
る
こ
と
」
と

「
飯
塚
市
及
び
嘉
麻
市
の
直
営
環
境
施
設

等
の
統
合
後
の
一
部
事
務
組
合
へ
の
移
管

に
関
す
る
こ
と
」
で
、
施
設
の
一
元
管
理

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
そ
の
運
営
方
針
や
規
約
等
の
方

向
性
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
協
議
項
目
は
、「
統
合
の
方
式
」

や
「
組
合
の
名
称
」
な
ど
約
90
項
目
あ
り
、

■
県
道
豆
田
・
稲
築
線
道
路
改
良
工
事

　

コ
ノ
マ
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
終
了
し
、

工
事
に
着
手
し
た
と
こ
ろ
で
す
。併
せ
て
、

泉
河
内
川
に
架
か
る
橋
梁
工
事
や
き
ど
葬

祭
の
移
転
工
事
も
順
調
に
進
み
、
平
成
30

年
度
は
、
商
工
会
館
の
移
転
も
実
施
さ
れ

る
計
画
で
す
。

　

全
区
間
の
完
了
予
定
は
平
成
32
年
3
月

の
予
定
で
す
。

■
債
権
管
理
条
例

　

債
権
管
理
に
携
わ
る
複
数
の
所
管
課
が

情
報
を
相
互
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
や
債
権
の
徴
収
、
保
全
、
放
棄
等
に
関

す
る
基
準
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
債
権
の

徴
収
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ

こ
れ
ま
で
に
協
議
が
整
っ
た
項
目
は
約
30

項
目
で
す
。

　

今
後
の
協
議
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

は
、
そ
の
都
度
、
報
告
し
ま
す
。

■
介
護
保
険
料

　
平
成
30
年
度
か
ら
32
年
度
ま
で
の
３
年

間
が
第
７
期
と
な
り
ま
す
。
本
町
は
福
岡

県
介
護
保
険
広
域
連
合
の
中
で
、
引
き
続

き
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
保
険
料
に
決
定
し
ま
し

た
。

　

ま
た
、
広
域
連
合
は
、
所
得
に
応
じ
た

き
め
細
や
か
な
配
慮
を
行
う
た
め
、
所
得

別
保
険
料
を
現
行
の
16
段
階
か
ら
25
段
階

に
変
更
し
て
い
ま
す
。

■
国
民
健
康
保
険
事
業

　
本
年
４
月
１
日
か
ら
県
と
の
共
同
運
営

が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
各
自
治
体

の
納
付
金
の
算
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
本

町
の
場
合
、
現
行
の
保
険
税
率
の
ま
ま
で

国
保
特
別
会
計
を
運
営
し
ま
す
。

　

な
お
、
国
保
財
政
を
安
定
的
に
運
営
し

て
い
く
た
め
に
、
特
定
健
診
・
特
定
保
健

指
導
や
重
症
化
予
防
等
の
保
健
事
業
の
推

進
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
等
の
医
療

費
適
正
化
の
取
り
組
み
を
、
関
係
各
課
、

横
断
的
に
連
携
し
な
が
ら
進
め
て
い
き
ま
す
。

■
保
育
所
の
待
機
児
童
対
策

　
施
設
の
拡
張
や
臨
時
保
育
士
の
処
遇
改

善
等
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
全
て
の
待

機
児
童
解
消
ま
で
に
は
至
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。
こ
の
た
め
、
今
回
、
保
育
士
の
確
保

の
た
め
に
、
臨
時
保
育
士
の
更
な
る
処
遇

改
善
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
善
来
寺
保
育
園
へ
の
新
た
な
支

援
と
し
て
、
個
別
の
支
援
を
要
す
る
園
児

に
対
応
す
る
た
め
の
保
育
士
の
人
件
費
に

対
す
る
補
助
率
を
２
分
の
１
か
ら
３
分
の

２
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
保
育
士
の

新
規
採
用
者
に
は
一
時
金
と
し
て
就
職
準

備
金
を
支
給
す
る
予
算
を
計
上
し
て
い
ま

す
。
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